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平成29年5月26日成立､6月2日公布

灘溌鐵瀧蕊識
○今後、増加が見込まれる慢性期の医療。介護ニーズへの対応のため、 ‐｢日常的な医学管理が必要な
重介護者の受入れ」や「看取り．ターミナル」等の機能と、’『生活施設」としての機能を兼ね備えた、
新たな介護保険施設を創設する。

’

譲蕊地騒甑冒蕊霧難3薩繊繊剥噂溺嘗進蕊蕊鴬蕊蕊識識蕊罵灘蕊謬

○病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用で
きることとする｡

全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援･重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化 ．
・国から提供されたデータを分析の上､介護保険事業(支援)計画を策定｡計画に介護予防･重度化防止等の取組内容と目標を記載
・都道府県による市町村に対する支援事業の創設 ・財政的インセンティブの付与の規定の整備一

（その他）

・地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
・居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）
・認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）を制度上明確化）

2医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法)－ ．
①「日常的な医学管理｣や｢看取り.ターミナル｣等の機能と､｢生活施設｣としての機能とを兼ね備えた､新たな介護保険施設を創設

※現行の介護療養病床の経過措置期間については、 6年間延長することとする．病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は
・診療所の名称を引き続き使用できることとする。

②医療･介護の連携等に関し､都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定を整備
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(その他）

・有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（事業停止命令の創設●前払金の保全措置の義務の対象拡大等）

・障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し（障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする。）

Ⅱ蕊介護保険制度の持続可能性の確保蕊義灘慧蕊鍵蕊蕊蕊蕊蕊講蕊鍵

呈することと間については行の介護療養病床の経過措置刊 6年間劇4 2割負糎者のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とする。 （介護保険法
1
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E給付費分科会等で検※具体的なブ については5介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法
■■

各医療保険者が納付する介護納付金(40～64歳の保険料)について､被用者保険間では『総報酬割』(報酬額に比例した負担)とする。
3

※平成30年4月1日施行。（Ⅱ5は平成29年8月分の介護納付金から適用、Ⅱ4は平成30年8月1日施行）

増の強上等による立支 度化防止に向けた ,且の推進

見直E内容蕊謬;保険者機能の抜本劃隆導 就莪詠識罰謹萄溺蒐歳搾り萢浩葡酋菱援侭制の整備先進的な取組を行っている

和光市、大分県では

●認定率の低下

●保険料の上昇抑制

1． 「我が事．丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定○高齢化が進展する中で､地域包括ケアシステムを推進するとともに､制度の持続可能性を
維持するためには､保険者が地域の課題を分析して､高齢者がその有する能力に応じた自
立した生活を送っていただくための取組を進めることが必要。

○全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援･重度化防止に取り組むよう、

①データに基づく課題分析と対応(取組内容･目標の介護保険事業(支援)計画への記載）
②適切な指標による実績評価

｝③インセンティブの付与
{を法律により制度化。

※主な法律事項

･介護保険事業(支援)計画の策定に当たり、国から提供されたデータの分析の実施
･介護保険事業(支援)計画に介護予防･重度化防止等の取組内容及び目標を記載

･都道府県による市町村支援の規定の整備
･介護保険事業(支援)計画に位置付けられた目標の達成状況についての公表及び報告
･財政的インセンティブの付与の規定の整備

地域福祉の推進の理念として､支援を必要とする住民(世帯)が抱える多様で複合的な地域生活課題について､住民や福祉関係者に

よる①把握及び②関係機関との連携等による解決が図られることを目指す旨を明記。
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’ 要介護認定率の推移 I
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○地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備 ′
○住民に身近な圏域において､分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ､関係機関と連絡調整等を行う体制(＊）
（＊）例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、

NPO法人等

o主に市町村圏域において､生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して､複合化した地域生活課題を解決するための体制

3．地域福祉計画の充実

O市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに､福祉の各分野における共通事項を定め､上位計画として
位置づける。(都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様｡）

； 全国和光市大分県：
※法律の公布後3年を目途として､2の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え､必要があると認めるときは､その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の附則を置く

燕蕨蕊語蕊顕弓瞬蕊雨誘露詞‘ ‐
○高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に『でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に

、
、
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インセンティフ適切な指標に
よる実績評価 ．

｡_(指定基塞等は､平成30年度企護報酬改定及ZX障害福祉サービス等報酬改定畦に検討）

l ′i,：
静 ・

l .

麹I
共生型サービス事業所■■■■■

蕊蕊鍵灘

＆ ‘ -一、 ．．L l

たに共牛型サービスを位置位ける結果の公表、. ‐
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高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止､地域共生社会の実現を図るとともに､制度の持続可能性を確保
することに配慮し､サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。 ‐

介護医療院
※ただし、病院又は診療所から新施段に転換した場合には、転換前の病院又は診

こととする。
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要介護者に対し、‐｢長期療萎のための医療｣_と「日常生活上の世話（介謹）」_を
一体的に提性する。 （介護保険法上の介護保険施設だが、医療法上は医療提供施
設として法的に位置づける。）

■ も

地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等

ノーンIL－

一基づく｡烹亨一

､地域課題：
の分析鳶

D ■ 至具 ■f■ ■

n口 脾. . ､ . " 易 口 f

計. ･癖班準錠一
-ず . ',ゞP､ ､灘..噌』



第7期介護1采l漠事案（支援）計画に閏する基本指針の策定について

基本指針とは〉畷悪臓蹴饗議｜

○介護保険法において、厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑
な実施を確保するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるこ
ととされている。

○‐都道府県及び市町村は、基本指針に即して、3年を一期とする都道府県介護一
保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画を定めることとされており、基本
指針は計画作成上のガイドラインの役割を果たしている。

『

【対象者数】
3割負担となり､負担増挙る者:約12万人(全体の約3％）

第7期基本指針のポイント
受給者全体8496万人

(単位:万人）

○高齢者の自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化の推進

○ 「我が事。丸ごと」も地域共生社会の推進

○平成30年度から同時スタートとなる医療計画等との整合性の確保

○介護を行う家族への支援や虐待防止対策の推進

O「介護離職ゼロ」に向けた、介護をしながら仕事を続けることができるような
サービス基盤の整備

※介護保険事業状況報告(平成28年4月月報）
※特養入所者の一般的な受用額の2割相当分は､既に44,400円の上限に当たっているため、
3割負担となっても､負担増となる方はほとんどいない。

※1具体的な基準は政令事項｡現時点では､『合計所得金額(給与収入や事案収入等から給与所得控除や必要経受を控除した額)220万円以上｣かつ『年金収入十その他合計所得金額340万円以上〈単
身世帯の場合｡夫婦世帯の場合463万円以上)｣とすることを想定｡一単身で年金収入のみの場合344万円以上に相当 5※2「合計所得金額160万円以上｣かつ｢年金収入十その他合計所得金額280万円以上(単身世帯の場合｡夫婦世帯の場合346万円以上)｣＝単身で年金収入のみの場合280万円以上に相当 29.7.3全国介護保険担当課長会議資料より

5． 二征 、金に、↓ 噌制ﾑⅡ月の＝
第7期介護保険事業計画の策定に向けたスケジュール
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11 介謹予防・日常牛活圏域
I ニーズ調査等の実施

1 1
在宅介護実態調査の実施1 1
（調査票の検討含む） ．1 1
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市町村への情報提供

連絡会議等の開催
介護予防・日常牛活圏域ニーズ調査

在宅介護実態調査の情報提供月
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総合1灌保方蛍『の告示

全園課長会議の開催
（第7期計画策定に関する基本的
考え方、在宅介護実態調査の分析

、‐手法の提示）

市町村への情報提供

運絡会議等の開催

★見える化システム3.0次リリース
(推計ツール（暫定版）の情報提供）

｢－…市町村への情報提供
運終今議等の開催
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市町村 国との調整
【全面総報酬割導入の際に影響を受ける被保険者数】

緯
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全園課長会議の開催

※平成26年度実績ベース 6 第7期介護保険事業計画スタート

平成29年7月3日厚生労働省老健局主催全国介護保険担当課長会議資料より抜粋
28.10.3介護保険事業計画策定に向けた各種調査等に関する説明会資料よじ
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世代間･世代内の公平性を確保しつつ､制度の持続可能性を高める観点から､2割負担者のうち特に所得の
高い層の負担割合を3割とする｡ただし､月額44, 400円の負担の上限あり。【平成30年8月施行】
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年金収入等340万円以上
．（※1）

年金収入等280万円以上
(※2）
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2割

年金収入等280万円未満 1割

3割負担（推計）

うち負担増
(対受給者数）

約13

約11
(3％）

約4

約1

(1％）

約1

約0.0、

(0.0％）

約16

約12

．（3％）

2割負担（実績） 35 10 2 45

1割負担（実績） 325 126 54 451

蕊翻葦嘩鱈溌
○第2号被保険者(40～64歳)の保険料は､介護納付金として医療保険者に賦課しており､各医療保険者が加
入者である第2号被保険者の負担すべき費用を一括納付している。

○各医療保険者は､介護納付金を､2号被保険者である『加入者数に応じて負担』しているが､これを被用者保
険間では『報酬額に比例した負担』とする。（激変緩和の観点から段階的に導入)【平成29年8月分より実施】

jr｡、〃、ジグ一四千やIr亘云八JL

推計ツール（確定版)の情報提供

29年度

～7月 8月～

30年度 31年度 32年度

総報酬
割分

なし‐ 1／2． 1／2 3／4 全面

｢負担増｣となる被保険者 約1,300万人

｢負担減]となる被保険者 約1,700万人


